
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各種委員会活動等については、所定労働時間帯の前後を問わず、偏ることの無いように管理者が指示・ 

管理していく考えである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 現場長会議や管理者を対象にした勉強会において、３６協定上の限度時間等について周知してきたと 

ころである。また、勉強会を通して再発防止に向けての取組みを行なってきたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１項】 
 この間の議事録確認に基づき、運輸関係職場の訓練等を除く委員会活動及びマイプロジェクト活
動の「始業開始前」の超過勤務については行なわないこと。 

【第２項】 
 職場における各種委員会活動については、マイプロジェクトと同様に概ね月２回２時間程度の活
動になるよう全職場に指導徹底すること。 


